
セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設
（所得税、個人住民税）

・ 医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」を実現するためには、国民自らが
自己の健康管理を進めるセルフメディケーションを推進することが重要。

・ 日本再興戦略（平成25年6月14日）では、薬局・薬剤師を活用したセルフメディケーションの推進が盛り込ま
れており、いわゆる社会保障改革プログラム法でも、個人の健康管理等の自助努力が喚起される仕組みの検討を行
うこととされている。

・ さらに、本年６月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2015では、「個人の健康管理に係る自発的
な取組を促す観点から、セルフメディケーションを推進する」とされている。

・ 一方、現行の医療費控除制度は自己負担額が10万円を超えない場合には対象とならないため、要指導医薬品及
び一般用医薬品を用いてセルフメディケーションに取り組んでも、医療費控除の対象外となる場合がある。

・ 医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」を実現するためには、国民自らが
自己の健康管理を進めるセルフメディケーションを推進することが重要。

・ 日本再興戦略（平成25年6月14日）では、薬局・薬剤師を活用したセルフメディケーションの推進が盛り込ま
れており、いわゆる社会保障改革プログラム法でも、個人の健康管理等の自助努力が喚起される仕組みの検討を行
うこととされている。
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・ 一方、現行の医療費控除制度は自己負担額が10万円を超えない場合には対象とならないため、要指導医薬品及
び一般用医薬品を用いてセルフメディケーションに取り組んでも、医療費控除の対象外となる場合がある。

○ セルフメディケーションの推進のため、要指導医薬品及び一般用医薬品の購入費用を対象とする所得控除制度
を創設する。

○ 具体的には、要指導医薬品及び一般用医薬品を年間１万円以上購入した世帯に対して、その費用から１万円を
差し引いた金額について最大10万円までを所得控除の対象とする。

（※）この制度による控除と現行の医療費控除の両方の適用を受けることは不可。（両制度の控除条件に該当する
場合には、どちらかの制度を選択する。）
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３．要望内容

＜検討事項＞
医療費控除については、医療費の増大や医療・医薬品を取り巻く環境変化、当該控除に係る執行面の実情等を

踏まえ、公正な課税を確保するとともに、セルフメディケーション（自己治療）の推進により医療費を削減する
観点から、医療保険制度における実効性ある枠組みの構築とあわせ、そのあり方を総合的に検討する。
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２．平成27年度与党税制改正大綱（平成26年12月30日）（抄）

１．背景
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